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（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

議  長（成田 義之君） 

 皆さん、おはようございます。 

 令和２年９月清須市議会定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は、２２名でございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

 本日上程しております各議案については、８月２７日の本会議において内容の説明を受けてお

りますので、一括議題とし、質疑を行い、質疑終了後、各所管の常任委員会に審査を付託いたし

ます。 

 なお、議案質疑の回数及び時間については、申合せ事項により、一般質問と同様となっており

ます。 

 日程第１、認定第１号から日程第１９、発議第５号までを一括議題といたします。 

 去る８月３１日までに１名の方より議案に対する質疑の通告書が提出されておりますので、通

告に従い発言を許可いたします。 

 なお、質疑及び当局の答弁は一般質問と同様の方法でお願いいたします。 

 それでは、加藤議員の質疑を受けます。 

 加藤議員。 

＜ １３番議員（加藤 光則君）登壇 ＞ 

１３番議員（加藤 光則君） 

 おはようございます。 

 議席番号１３番、加藤光則です。議案質疑をさせていただきます。 

 議案第５２号 清須市部制条例の一部を改正する条例案について質問をさせていただきたいと

思います。 

 今回の条例改正は、行政執行体制を強化し、多様化する行政課題に迅速に対応するため、組織

機構改革を行い、危機管理、財産管理、企業誘致の組織担当組織を新設し、それに伴う係の再編

や事務分掌の移管を行うとしています。条例改正にあたっては、法規審査会により、適切かつ円

滑な運営を図るための審査が行われることとなっています。 
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 そこで、以下の内容について伺います。 

 ①内部組織の分掌事務は清須市事務分掌規則第３条に規定され表記されていますが、改めて設

置される係の担当する仕事、事務分掌について内容を伺います。 

 ②危機管理部・課・係が設置されるにあたり、住民の災害対応を迅速にできる組織体制の在り

方についてどのように検討されたのか伺います。 

 ③災害対策本部体制については、見直しが図られるのか伺います。 

 以上であります。よろしくご答弁をお願いいたします。 

議  長（成田 義之君） 

 初めに、①の質問について、舟橋人事秘書課長、答弁。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 人事秘書課、舟橋でございます。よろしくお願いをいたします。 

 それでは、①の質問についてお答えいたします。 

 今回の組織機構改革は、行政執行体制を強化し、多様化する行政課題に迅速に対応するため、

危機管理、財産管理、企業誘致の担当組織を新設し、それに伴う係の再編や事務分掌の移管を行

うものでございます。 

 組織機構改革により設置される係の事務分掌の主な内容としましては、危機管理課危機管理係

は、自然災害等の防災対策、新型インフルエンザ等の感染症対策、国民保護対策、また、それら

の計画に関することなどを実施するとともに、危機管理に関する組織の指揮・総合調整を行いま

す。 

 財産管理課財産管理係は、公共施設等総合管理計画の着実な進捗を図りながら、建設部所管及

び学校施設を除く公共施設の建設工事を集約し、実施をいたします。 

 また、企業誘致課企業誘致係は、企業誘致を円滑に行う相談窓口としての役割を担います。 

 以上でございます。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 今回、機構改革が行われるということで、事前に全協なんかでも資料を頂いたわけですが、よ

り具体的なことについてお聞きしたいと思います。 

 今、係の担当する仕事についてお聞きしました。今日改めて皆さんのお手元に資料を配付させ



－191－ 

ていただきました。その中身も見ながら、事務分掌の規則の第３条のところでありますけれども、

質問させていただきたいと思います。 

 初めに、今いろいろ言われたもんですから、まず、財政課に、今回、法規係が設置されるとい

うことですが、今、言われた中身からすると、なぜ財政課かというところが答弁の中にも含まれ

ていたわけですけれども、市の法規としては条例・規則がありますが、この法規担当の業務とい

うのは、条例・規則及び規定とか要綱、ここの審査を行うということでしょうか。 

議  長（成田 義之君） 

 舟橋人事秘書課長。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 おっしゃるとおりでございます。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 そうするとですね、近年いろいろあるわけですけれども、不服の申立てや訴訟とか情報公開と

か個人情報、いろいろ法務全般にわたってはないという理解でよろしいでしょうか。 

議  長（成田 義之君） 

 舟橋人事秘書課長。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 そのとおりでございます。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 分かりました。 

 そうすると、これまでどおり、そういった問題については、現課というか、案件を担当してい

る課がこれまでどおりやっていくという理解でよろしいということですね。確認だけしておきま

す。 

議  長（成田 義之君） 

 舟橋課長。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 
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 そのとおりでございます。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 分かりました。 

 法規係が今回設置されることによって、本市が決して法令を額面どおり受け止めるのではなく

て、憲法を踏まえて、そこに自己決定権の余地を見出して、地域特性に適合した法令適合ができ

るような自治力が自治体行政の現場に広く浸透していくことを私は期待しておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 続いて、危機管理についてお聞きしたいわけであります。 

 今回提案された資料ではですね、どういったことをやられる部署なのかなかなか分からないわ

けであります。ですので、内部組織の分掌事務をお聞きしたわけであります。 

 今回、危機管理能力を向上させるための組織改革が行われるのだということでありますが、こ

の危機に対する言葉のイメージが様々あるわけでして、事務分掌では防災とされているわけであ

ります。危機管理は行政の場合、不測の事態の発生に備えてあらかじめ組織を整備し、人事の配

置を考え、それらに合わせて権限の配分などを決めておくのが危機管理の基本、こういうことが

一般的に定義されているわけですけれども、改めて本市の定義を伺います。 

議  長（成田 義之君） 

 舟橋人事秘書課長。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 本市を含む地方自治体の危機管理につきましては、主なものといたしまして、地震・大雨等の

自然災害、火災等の事故、インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症、テロや武力攻撃

などが挙げられますけれども、これらを含む広い意味での防災に関する事項としておりまして、

細かくは市の事務分掌規則において定めるということとしております。 

 以上でございます。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 そうすると、大きなくくりの部分で最初に抑えておきたいのはですね、本市の危機管理の事業
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の対象は大きく分けて今いろいろ言われたんですが、いろんな自治体を見ると２つだと思うわけ

です。１つは、市民等の生命・身体・または財産に直接重大な被害が生じ、または生じるおそれ

がある緊急の事態、これは防災の中にも含まれる大きなくくり、それからもう１つは、市政運営

に支障が生じ、または生じるおそれがある緊急の事態、ここの大きな２つのくくりの中でいろい

ろやっていくという対象として挙げられておるんですが、本市もそういう大きな枠のとらえ方で

よろしいでしょうか。 

議  長（成田 義之君） 

 舟橋課長。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 そのとおりでございます。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 分かりました。 

 それでは、もう少し具体的に聞きたいわけですが、災害対策の基本法第２条第２項には、防災

とは、災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ及び被害の復帰を図

ること、こう定義されているわけであります。事務分掌の中で掲げられている防災の関する事項

についてはどのように考えればよいのか質問します。 

議  長（成田 義之君） 

 舟橋課長。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 先ほど申し上げさせていただきましたけれども、基本的には、地震などの自然災害とか、事故、

新型インフルエンザ・新型コロナウイルスなどの感染症、テロや武力攻撃ですね、そういったも

のに対応するものというもので考えておりまして、事務分掌には、その他それに伴う計画とか、

そういったものも含めて記載されてございます。 

 以上でございます。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 
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 非常に防災という中で先ほどから何度も言われておりますが、本当にとらえ方がなかなか人に

よって違う、イメージが違うわけであります。対象とする範囲をですね、防災に関する事項とい

う大きなくくりからもう少し個別具体的に、例えば、今、何度も言われましたが、自然災害とか

重大事故とか、それから市でいえば公共施設における事故、それから今でいえば情報のいろいろ

な通信に関する危機の問題、その他というように、範囲を示して、各部とか課が所管する個別具

体的な危機を一元的に管理していくのが今度できる危機管理部だよというような体制のイメージ

ができるようなことが私は必要だと思うわけですけれども、その辺についてはどういうふうに今

後考えられておるのか質問します。 

議  長（成田 義之君） 

 宮崎企画部長。 

企画部長（宮崎 稔君） 

 企画部長の宮崎です。 

 今回の組織の改革については、実際には危機管理については、今、課長が説明したとおり、ま

ず、自然災害とか防災に関することを中心的に特化してやっていきたいと。 

 例えば、職員の不祥事とか情報の関係についてはですね、これはまた個々の各部署が持って、

例えば、職員の不祥事については人事秘書課のほうが管理をしながら対応していくということに

なっております。そういったものを今後は危機管理課のほうに一括するということでなくて、各

おのおのの部署でそれに合った内容で体制を取っていきたいと考えております。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 前半の法規の部分で法規係が設置されるということで、今、部長が答弁されたようなことも少

しは理解できるわけですけれども、全体のイメージとしてどうだというと、まだイメージができ

ないもんですから、そこが今回、条例改正ということで上がっておるもんですから、いろいろお

聞きしてですね、そこのイメージと中身がどうなのかというところをすり合わせていくというこ

とが私は非常に大事なことだと思って今回聞かさせていただいておりますので、②の答えを頂き

たいと思います。 

議  長（成田 義之君） 

 次に、②の質問について、舟橋人事秘書課長、答弁。 
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人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 それでは、②の質問についてお答えいたします。 

 緊急時に災害対応体制を速やかに機能させるためには、それらを指揮する危機管理に特化した

部署を置くことが望ましいと考え、危機管理部を設置し、ここを司令塔として市の組織全体で災

害対策等に対応するということをより明確にいたしました。 

 以上でございます。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 それで、今日お配りした、例えば、事務分掌の規則の第３条、ここで総務部だけを見てもです

ね、今、防災防犯係というのがあるわけですけれども、例えば、ここを見れば、どの場合が危機

管理部・課・係になっていくわけですか。 

議  長（成田 義之君） 

 舟橋課長。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 具体的にお話しさせていただきますと、災害対策本部に関することだとか、防災の啓発及び推

進に関すること、防災訓練に関すること、防災行政無線に関することだとか消防の関係に関する

こと、あと、それぞれの地域防災計画だとか国民保護計画だとか計画に関すること、主なものは

そういったものになってまいります。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 そうすると、今ざっと見ても、防災防犯係の交通安全より上はそっちのほうに移行するよとい

う認識でよろしいでしょうか。 

議  長（成田 義之君） 

 舟橋課長。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 そのとおりでございます。 

議  長（成田 義之君） 
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 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 出来事が起こったらその都度考えるのが事後対応組織だと。柔軟で確実であるけれども、出来

事に対処するまでに時間がかかる。これではいかんということで、通常はそれでいいわけですけ

れども、それを克服するために体制の強化を図る上に危機管理部というのが設置されるというこ

とになっておるわけですけれども、危機管理において組織として機能していく、このことが非常

に重要になるわけですけれども、市全体における危機事案を整理して、それに対応する計画等の

体系を、先ほどもいいましたがイメージをどのように進めていくかということが私、非常に大事

なんですが、今回、条例に出されるにあたって規則というのはもう既にどういうふうになってお

るのかということをお聞きします。 

議  長（成田 義之君） 

 人事課長。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 今回の組織改編に関連する規則等は今ほぼ固まってまいりまして、数的には５０程度のものと

なっております。 

 以上でございます。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 表題だけじゃなくて中身が論議する上では大事でありますので、ぜひ、その辺もいろいろ情報

として出せる部分については出していただきたかったわけですけれども、近年では自然災害、さ

らには異常気象、顕在化または新たに生じた危機によって、災害という言葉が防災に変わり、そ

してさらには今回危機管理というふうに名称が非常に変わっていく中で、この間、言われたよう

に、内容も多様化してきているわけであります。そして、住民に最も身近な地方自治体、この清

須市が基本的な責任主体として想定される様々な不測の事態に対処していかなければならないよ

うな状況になっているわけであります。 

 そこでお聞きしたいわけですが、危機管理とは、全庁的または部や課の横断的な取組を行うよ

うな、こういう事案への対応が必要になってくるわけですけれども、全庁的な対応機能の確保に

ついてはどのように考えられているのかお聞きます。 
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議  長（成田 義之君） 

 舟橋課長。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 先ほどの答弁でもございましたけれども、危機管理における本市の役割といたしましては、緊

急時の災害対応体制を速やかに機能させることであり、それらを指揮する危機管理に特化した部

署という位置づけで、今回、危機管理部が設置されると認識をしております。 

 ただし、あくまでも危機管理部の役割というものは組織の指揮や総合調整を行うものでござい

まして、例えば、自然災害などは全庁的に対応しなければなりませんし、インフルエンザなどの

感染症につきましては、福祉部と連携して対応しなければならないと考えておりまして、これま

で以上に組織全体で連携をいたしまして、危機に備えるということを意識する必要があるという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 まさにそのとおりなんですけれども、その中で１つは、全体的な指揮と、それから総合調整、

この２つを言われたわけであります。各部への指揮命令ですけれども、企画管理部が同じような

部だということで、各部と比べれば横並びなんですよね。そういうときに指揮命令や調整という

のはですね、うまくいくのか難しい部分も出てくるんじゃないかなという心配もあるわけですけ

れども、その辺についてはどういうふうに考えられているのか質問します。 

議  長（成田 義之君） 

 宮崎企画部長。 

企画部長（宮崎 稔君） 

 企画部長の宮崎です。 

 現在でも特に企画部はですね、いろんな事務の関係については、先ほど課長が説明したように、

総合的な調整をしながらいろんな計画をつくっていくと。 

 今回は危機管理部については、そういった自然災害とか感染症に対して総合的に調整をとりな

がら、中心になって計画をつくったりとか、訓練・確認を実際行っていくということで考えてお

ります。 
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 今、加藤議員が言われたような横並びという形になりますけど、よく言われるように、職員同

士が縦割りじゃなくて、今後はある程度きちんと相談ができながら、１個１個対処しながら市民

の方の安全・安心を努めていくというのが大事だと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 本当にそのとおりの部分もあるわけですけれども、もう少し別の聞き方をします。 

 組織内の、ある意味、階級が権限にも影響してくるわけであります。全庁的な総合調整を容易

にできるように検証もしていただきながら、ぜひ対応もしていただきたいわけでありますが、危

機管理体制を実効性の高いものにしていくために、既に始めていらっしゃる様々な自治体がある

わけであります。この危機管理の枠組みを示す全体の基本マニュアルを作成して、各部や課の緊

急体制の整備を進めていくとともに、所管ごとの各部・課の個別具体的な対応手順を取りまとめ

た個別マニュアルを作って危機管理の担当、本市でいうと危機管理部の指揮の下、的確に対応が

図られるように準備されてきたと先行した自治体を見るとあるわけですけれども、本市について

はそういったマニュアルづくりも含めた体制づくりというのはどういうふうに考えられているの

かお聞きします。 

議  長（成田 義之君） 

 宮崎企画部長。 

企画部長（宮崎 稔君） 

 企画部長の宮崎です。 

 現在もこういった災害に対してはきちんとしたマニュアルは作成しております。また、地域防

災計画の中にも、各部署がどういった役割でどういったことを災害時には行っていくかという形

になっております。そういったものがきちんと取りまとめられたものがありますので、今後、環

境も危機管理部のほうでしっかり対応ができるような形で見直していったり、訓練をしていきた

いと考えております。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 
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 本市の場合は既にそういったマニュアルも含めて各所管ごとに個別のマニュアルがあるから、

総合調整もスムーズにいくと、今、ご答弁いただいたと思いますので、そのような認識でよろし

いですね。 

議  長（成田 義之君） 

 宮崎企画部長。 

企画部長（宮崎 稔君） 

 マニュアルはございますので、そういった形で今、対応しておる状況でございます。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 ３番目をお願いします。 

議  長（成田 義之君） 

 次に、③の質問に対し、舟橋人事秘書課長、答弁。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 ③の質問についてお答えをいたします。 

 災害対策本部体制については、現在の体制をベースにしながら、必要に応じて機能強化を図っ

ていくものであると考えております。 

 以上でございます。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 必要に応じてということであります。災害発生時には本部長を補佐するのが危機管理部になっ

ていくんじゃないかなと思うわけですが、まず、そういう理解でよろしいでしょうか。 

議  長（成田 義之君） 

 舟橋課長。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 そのとおりでございます。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 
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１３番議員（加藤 光則君） 

 意思決定を迅速かつ的確に行うのが危機管理部の役割になってくると思いますが、そうすると

ですね、その対策本部の事務局も危機管理部が担っていくという理解になってもよろしいんでし

ょうか。 

議  長（成田 義之君） 

 舟橋課長。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 そのような形になると思います。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 そうすると、併せて規定の部分もあったわけですけれども、災害対策本部要綱なんかもガラッ

と見直しがされるという、今、準備はされておるという理解でよろしいですか。 

議  長（成田 義之君） 

 舟橋課長。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 必要な部分を改正していくという形になるかと思います。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 必要な部分をということで、どういった部分が必要なのかというところの、その辺も教えてい

ただきたいわけですけども、今、言ったようなところが大まかな必要な部分という理解でよろし

いでしょうか。大まかにもっと大事な部分も変わるんだよというところがあれば事前に教えてい

ただきたいと思います。 

議  長（成田 義之君） 

 舟橋課長。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 例えばの話ですけども、本部要綱の第３条第２項などには、「総務部長は、災害対策本部の事

務を掌理し、統括指揮を行う」とあるんですけども、そこが今後、危機管理部が引き継いでいく
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ということになろうと思いますので、そういったところを改正するだとか、そういった形になっ

てくると思います。 

 以上でございます。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 分かりました。そういったところだという認識でおきます。 

 過去に出された清須市災害対策本部の体制の見直しについての中で、組織の現状と課題で、

「災害本部からの命令系統が複雑で統一化されていない」、さらには、「応急対策業務が複数の

部にまたがっている。災害対策本部の事務分掌が業務ごとの分類になっており、部に対する責任

の所在がはっきりしていない」、こういった指摘が体制の見直しの中で指摘されているわけです

が、こういったことについては、今回の危機管理部が設置されることによって改善されていくの

かということを伺います。 

議  長（成田 義之君） 

 宮崎企画部長。 

企画部長（宮崎 稔君） 

 企画部長の宮崎です。 

 先ほど説明しましたように、既に地域防災計画の中に各部・課の役割というのが決まっており

ます。ただ、それを今後は責任を持って内容をしっかりやっていただいて対応をしていくという

ことで、今回はそういった大まかなことについては、また部署の変更とか改革があればそれに合

わせた編制を考えていきたいと考えております。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 必要に応じて今後変えていくとか、また今後何かあったら考えていきたいということを先ほど

答弁の中でいろいろ出てきておりますけれども、部体制の見直しの中で、部に対する責任の所在

がはっきりしていないというようなことが書かれておりましたので、そういうことがあっては災

害のとき大変なことになるわけですので、まさに危機管理としてそういったことを改善、克服し

て、そういった部分をどうしていくのかというところも今回の機構改革の中で改善されていくと
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いうことで理解しておいてよろしいのか、再度質問しておきます。 

議  長（成田 義之君） 

 宮崎企画部長。 

企画部長（宮崎 稔君） 

 先ほどもご答弁させていただいたように、まずはきちんとした今、地域防災計画がございます

ので、それに沿って見直しもしながら、加藤議員が言われるように、適正に対応ができるような

形で、先ほど言った危機管理部のほうからいろいろ指示をしていただきながら強化していきたい

と考えております。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 今、部長からいろいろ答弁されたわけですが、市長にお聞きしたいわけであります。 

 今回の機構改革で危機に対する対応力を強化していこうとしているわけですが、危機管理に関

する基本的な考え方を整理して、役所内への浸透を図られて、所管部などがどのような行動をす

べきか、こういったことを理解して行動し、組織として機能していく、このことが最も重要にな

るわけだと思っております。 

 組織の機構改革にあたり、今回、条例を出されたことで、改めて市長のご所見を伺いたいと思

います。 

議  長（成田 義之君） 

 永田市長。 

市  長（永田 純夫君） 

 危機管理部門の創設につきましては、これまで議会からもご要請がございましたところでござ

いまして、私どもとしてもその必要性を感じておったところで、今回こういう形で危機管理部を

創設いたしました。 

 部にするのか課にするのかということもいろいろ考えたわけでございますけども、議員が資料

を作っていただきましたが、総務部長というのは危機管理部門のほかに財政やら税務やら、いろ

んな担当を持っとるもんですから、危機管理に関して、要は、その他の事務について気配りをせ

ずに危機管理に特化して対応ができる、そんな体制をつくりたかったということと、部にしたの

は、いろんな横のつながりで命令をするのにも課長では部長には命令できんもんですら、部長で
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あれば同じ部長として協力依頼や指示ができるということで、単独の部長にしたところでござい

ます。 

 あまり難しく考えるとややこしくなるんですけども、要は、危機管理について、よそごとに気

をとらわれずに、そのことに集中してできるように、そんな体制をつくりたかったということで

ございますので、ご理解いただきたいと思います。 

議  長（成田 義之君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 分かりました。 

 最後に、危機管理、災害対応というのは、ある意味、自治体行政としての総合力が求められる

わけであります。これらを兼ね備える意味からも、担当というのは広い範囲の知識と特定分野の

専門知識双方の能力が私は求められると思います。組織の機能向上と強化をより進めていくこと

を私はぜひお願いしたいわけですが、この対応にあたってきた、最後に部長のご意見もお聞きし

て、私の質問を終わりたいと思います。 

議  長（成田 義之君） 

 宮崎部長。 

企画部長（宮崎 稔君） 

 先ほど市長が答弁されたように、ほかのことを考えずに、特化して災害対応だけやっていただ

いて、市民の安全と生命・財産を守っていただきたいと考えております。そういった意味で、先

ほど一番初めにお話ししたように、時代の流れの中で行政が対応していくにあたっては、こうい

った機構改革も考えながら一丸となって頑張っていきたいと思っております。 

 よろしくお願いします。 

議  長（成田 義之君） 

 以上で、加藤議員の質疑を終わります。 

 これで、議案質疑を終了いたします。 

 日程第１、認定第１号は、各常任委員会に審査を付託いたします。 

 日程第２、認定第２号、日程第３、認定第３号及び日程第４、認定第４号は、福祉委員会に審

査を付託いたします。 

 日程第５、認定第５号及び日程第６、認定第６号は、建設文教委員会に審査を付託いたします。 
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 日程第７、議案第５２号、日程第８、議案第５３号及び日程第９、議案第５４号は、総務委員

会に審査を付託いたします。 

 日程第１０、議案第５５号 は、福祉委員会に審査を付託いたします。 

 日程第１１、議案第５６号、日程第１２、議案第５７号及び日程第１３、議案第５８号は、建

設文教委員会に審査を付託いたします。 

 日程第１４、議案第５９号は、各常任委員会に審査を付託いたします。 

 日程第１５、議案第６０号、日程第１６、議案第６１号及び日程第１７、議案第６２号は、福

祉委員会に審査を付託いたします。 

 日程第１８、発議第４号 は、建設文教委員会に審査を付託いたします。 

 日程第１９、発議第５号は、総務委員会に審査を付託いたします。 

 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 これをもちまして本日は散会といたします。 

 早朝よりご苦労様でございました。ありがとうございました。 

 

（ 時に午前１０時０１分 散会 ） 

 


